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政
令
第
一
九
三
号

輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
六
十
九
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
六
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
三
六
の

項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
」
の
下
に
「
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
四
の
項
（
一
の
二
）
中
「
無
人
航
空
機
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
製
造
用
の
装
置
若
し
く
は
工
具
若
し
く
は
試
験

装
置
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
」
を
加
え
、
同
項
（
十
九
）
中
「
重
力
勾
配
計
」
を
「
重
力
勾
配
計
」
に
改
め
る
。

こ
う

別
表
第
一
の
六
の
項
（
九
）
中
「
又
は
し
ご
き
ス
ピ
ニ
ン
グ
加
工
機
（
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削

る
。別

表
第
一
の
九
の
項
（
五
の
四
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
五
の
五
）

無
線
通
信
傍
受
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
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別
表
第
一
の
九
の
項
（
六
）
中
「
（
五
の
四
）
」
を
「
（
五
の
五
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
一
の
項
（
四
）
中
「
そ
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
四
の
項
（
十
）
中
「
仕
様
の
も
の
」
の
下
に
「
（
一
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え

る
。別

表
第
一
の
一
五
の
項
（
四
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
四
の
二
）

簡
易
爆
発
装
置
を
事
前
に
爆
発
さ
せ
、
又
は
そ
の
爆
発
を
防
止
す
る
よ
う
に
設

計
し
た
無
線
送
信
装
置

別
表
第
一
の
一
五
の
項
（
七
）
中
「
目
標
を
自
動
的
に
識
別
す
る
機
能
を
有
す
る
レ
ー
ダ
ー
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
こ
れ

ら
の
部
分
品
（
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
そ
の
部
分
品
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
六
の
項
（
一
）
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
の
２

焼
結
磁
石

１
の
３

１
の
２
に
掲
げ
る
も
の
の
製
造
用
の
装
置
又
は
そ
の
部
分
品

別
表
第
一
の
一
六
の
項
（
一
）

中
「
磁
場
勾
配
計
」
を
「
磁
場
勾
配
計
」
に
改
め
る
。

こ
う

��
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別
表
第
三
中
「
ベ
ル
ギ
ー
」
の
下
に
「
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
の
三
中
「
若
し
く
は
（
十
六
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
改
正
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
、
無
人
航
空
機
の
製
造
用
の
装
置
等
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
要
す

る
特
定
の
種
類
の
貨
物
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


